
岩手県告示第 481 号 

 障害者自立支援法（平成 17年法律第 123号）第 65条の規定に基づき、次のとおり指定自立支援医療機関の指定の辞退があった。 

  平成 20年６月 24日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

精神通院医療 

医療機関の名称 所在地 指定の辞退の効力発生の年月日

フォレスト薬局 一関店 一関市狐禅寺字大平 125番地３ 平成 19年６月 22日 

社団医療法人啓愛会美山病院 奥州市水沢区羽田町字水無沢 495 番地２ 平成 20年３月１日 

宮古市国民健康保険田老病院 宮古市田老字荒谷 105番地 平成 20年３月 31日 
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